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安全で明るい JAL

JAL 不当労働行為裁判

判決は 8 月 28 日

国学院大学法学部 本久洋一教授

意見書概要を紹介します

（リンク：乗員速報 59－089 参照）

◆本件事案の特徴 －これほど単純明快な支配介入は珍しい－

・争議権投票という組合の内部意思決定手続きそのものを直接的な対象としている。争議

権投票は、労組法5条2項8号が「同盟罷業（ストライキ）は、組合員の直接無記名投票の

過半数による決定を経なければ開始しないこと」を必要事項として定めていることから、

労働権保障（憲法28条、労組法1条2項、8項）に関する重要手続きとして、その要保護性

が高度にわたる。つまり本件発言は、最も介入してはならない時期にピンポイントでな

されたといえる。

・発言は管財人（使用者）より「正式な見解」として労使協議の場においてなされた＝労

務対策の一環である。

・争議権投票の抑制を期する使用者の言論が、一般組合員を対象としてなされた場合は、

投票行動に影響を与えることを主たる目的とすると解され、支配介入（不当労働行為）

に当たることは当然である。

・本件発言のように、投票の開始/終了を決定する権限を有する組合役員に対してなされた

ことは、一般組合員への介入以上に重大かつ悪質な支配介入である。この点、先例を見

ない。

・都労委命令の判断枠組みは、判例・学説における通説的見解を採用するものであり適切

妥当である。

http://jfcob1.web.fc2.com/no59089.pdf


・裁判における会社主張は、従前の判例・学説に対する検討を踏まえておらず、独自の見

解が唐突に展開されている。労組法７条３号の解釈論としても無理がある。

◆裁判での会社主張について －解釈論としては無理がある－

裁判での会社（原告）の主張は従前の判例・学説に対する検討を踏まえておらず、独自

の見解が唐突に展開されている。解釈論としても無理がある。

【会社側学者意見書Ａ】

アメリカ労働法を根拠に「使用者言論に報復、暴力、威嚇もしくは利益の約束」を含ま

なければ不当労働行為にあたらない。

労組法7条3号（不当労働行為）には、このような制限規定が存在しないことから、少数学

説である。日本においては「組合の自主性を尊重すべき内部運営上の方針に具体的な働き

かけを行うことは支配介入であり、とりわけ威嚇・不利益の示唆などを伴う場合は明確で

ある」という判断枠組みが一般的である。

【会社側学者意見書Ｂ】

会社更生手続き中における管財人による支配介入について

① 対象である情報が更生会社の事業維持にとって重要性かつ合理性を認められ

② 利害関係人たる労働者、労働組合が争議権確立に関する自主的な意思形成をするための

資料となり

③ 情報の内容の本質部分を正確に再現し

④ 意向の伝達又は説明の態様が組合の自主的意思形成に不当に介入するおそれがない場

合には、組合の意思決定に影響を及ぼす内容の情報伝達又は説明であっても支配介入では

ない。

まず理の当然ではあるが、管財人の情報提供かどうかという問題と、支配介入かどうか

の問題は、法的には別の問題である。これは、労働法以前に法律Ａと法律Ｂとでは要件効

果が異なるというだけのことである。

会社の主張を要約すると、通常の使用者であれば支配介入にあたる場合でも、①～④つ

まり「管財人の情報提供義務の適切な履行」であれば、支配介入（労組法7条3号）にはな

らないということになる。しかしながらこのような法規は我が国に存在せず、労組法7条3

号もそのような構成になっていないので、あくまで労組法7条3号の“解釈論”となるが、

それは無理と言うほかない。

まず７条３号は、同２号のように「正当な理由」（注）がある場合は不当労働行為が成立

しない旨の文言がない。次に解釈論上、憲法等の上位規範から７条３号について成立阻却

事由を導出する構成も考えられなくないが、その旨の構成は会社主張にはない。会社更生

法は労働組合法の上位規範ではないことはいうまでもない。

また、管財人による発言の重要性、合理性、正確性とその態様を要件としているが、発

言の「内容」について要素から除外しており「争議権の確立を躊躇させるような内容」を

もつ本件発言について、対象からの除外を企図する姑息な概念操作である。

以上から、この会社主張の構成は法的根拠が不明であり、解釈論として成り立たない。

なお、要保護性の高い争議権確立投票を念頭に、②のような構成が提起されていること



は、労働法学者として大変に遺憾である。

労組法 第７条 （不当労働行為）使用者は次に掲げる行為をしてはならない

２ 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒

むこと

３ 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入

すること

◆都労委命令を一般的な判断枠組みに沿って検証してみる

そこで、本件都労委命令を、国内では通説的見解として最も整備されている プリマハム

事件東京地判 と同じ判断枠組み「言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の

地位、身分、言論発表の与える影響など」に当てはめて検証してみると・・・

① 言論の内容

命令は、「争議権の行使を控えるようにとの一定の説得、交渉を行うこと自体は使用者

の言論の自由の範囲内とする余地がある」とする一方で、「確立する過程で行われる投票

は・・組合が民主的かつ自主的に決定すべき内部自治ないし運営に属する事項であり、使

用者が容喙すべきでない」と争議権の「行使」と「確立」とを区別する枠組みを提示して

いる。また発言の内容について、一般組合員に対しては「投票を躊躇させる」効果、組合

に対しては「投票の継続あるいは中止という形で組合の運営に影響を及ぼす」効果を認め

ている。

判例上も、労働組合の自主性を尊重すべき内部運営上の方針につき具体的な働きかけを

行うことは、それ自体で支配介入とされやすい傾向がある。内部意思決定にも様々な段階

があるが、争議権確立投票は、労組法５条２項８号で組合規約の必要記載事項に定めてい

ることから、労働件保障に関する手続きとしてその要保護性が高度にわたることはいうま

でもない。

命令は、争議権投票手続の遂行そのものを対象とした事案である点を正確に捉えている。

② 発言者の地位、身分

命令は、発言者が「管財人機構において、本件更生手続に中心的に関与していた」点を

重視している。これは下級職制による言論でないという趣旨である。

③ 発表の時期

命令は、「争議権確立の為の投票を継続するか否かという組合の組織運営に与えた影響

は大きい」と、本件最大の特質を正確に把握している。さらに「いまだ争議権が確立する

かどうか明らかでなく、純然たる労働組合内部の自主決定に委ねられている時期に」と、

労組法7条3項に照らして、最もしてはならない時期に、いわばピンポイントでなされたこ

とを的確に説示している。

④ 発表の手段、方法

命令は、一般組合員が出席していない事務折衝の場でなされたことについて、「相応の



配慮」と一定評価しているが、発言の内容に鑑みれば組合、組合員に対し「心理的影響あ

るいは威嚇的効果が存在しなかったとはいえない」としている。

この判断に異論はないが、「相応の配慮」と評価できるかは疑問がある。なぜなら組合

役員に対して投票の遂行そのものの抑制を企図しており、一般組合員を対象とするよりも

悪質性が認められるからである。

⑤ 発言の与える影響

命令は、たとえＣＣＵが争議権を確立し、ＪＦＵは会社が主張するように“自ら投票を

中止した”としても「行為と結果の因果関係は必ずしも必要とされない」と説示している。

不当労働行為の成立について結果の発生を要しないことは、労組法7条3号の文理解釈か

ら導き出される結論であって、判例・学説上の定説である。裁判所と別に労働委員会によ

る救済制度が設けられていること自体、簡便な処理によって団結権侵害行為について組合

への結果の発生を未然に防止することも制度趣旨としている。

「発言の与える影響」を判断基準としているのは、それが違法性を評価する上での一考

慮要素となりうるからである。JFUにおいて発言が与えた影響を認定する本件命令は至極真

っ当である。

⑥ 発言の目的、不当労働行為意思

命令は「支配介入の成立に当たり、使用者に積極的な反組合的意図ないし動機までは必

要とされない」と説示した上で「争議権の確立という組合が自主的に決定すべき純然たる

内部自治ないし内部運営に関するものであることを認識した上で、各発言を行っている」

ことから、「本件発言につき支配介入の成立を妨げるものではない」と結論している。

発言の内容および時期等から、争議権投票の抑止を期する意思(具体的な反組合的行為の

意思) を、推定することは容易。命令における不当労働行為意思の認定について何の問題

も見出すことができない。

【結論】

本件都労委の命令については、その結論、判断枠組みおよびその当てはめのいずれにお

いても、その適法性を問題とすべき契機は見当たらない。

今後も

カンパ支援・取り組み参加

宜しくお願い致します



今後の日程

宣伝行動・各地集会：原告団HP日程参照

8 月 28日 (木)

     不当労働行為裁判  判決
不当労働行為裁東京地裁527 号法廷

14 時より

http://jalgkd.wix.com/japan-airlines165

